
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当院でお引き受けできるレスパイト入院の対象者は 

① 「在宅医」からの要請がある方 

② 介護者の病気・入院 

③ 介護保険によるショートステイ利用困難の方 

 

  

 

 

・レスパイト入院は 14日間以内です。ただし次回の利用は 1 ケ月経過後とさせて頂きます 

・レスパイト入院は地域包括ケア病棟入院と同じ扱いになります 

・お薬をご持参ください 

・退院先が自宅になる方がご利用できます 

・症状が急変し治療が必要になった場合は療養病棟への転棟もしくは転院することもあります 

・他の患者様にご迷惑となるような行為があった場合は入院継続が困難になる場合があります 

  

 

 

※診療情報提供書(かかりつけ医)の準備をお願いします。 

レスパイト入院のお申込み又はご相談につきましては相生山病院 

地域医療連携室(TEL052-878-3711)に問い合わせください。 

※レスパイト入院は空きベッドを利用して 

行いますので事前にご連絡を頂き調整を 

行うこともご了承くださいますよう 

お願いいたします。 

当院では、平成 30 年 4 月より「地域包括ケア病棟」を開設しました。地域包括ケア病棟とは 

急性期治療が終了した患者様が安心して在宅復帰できるように準備を行う病棟です。今後、在

宅療養されている患者様のご家族を支援するため、レスパイト入院「在宅医療を支えるための

入院」の受入れを行います。 

レスパイト入院のご案内
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